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平成２５年労第３１５号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付を支給し

ない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日にＡ会社Ｙ支店に採用され、同日から同年○月○

日までの間、Ｅにおいて勤務した。 

請求人は、Ｅに採用された平成○年○月○日からの３日間、貨物自動車を使用

して荷物の積み降ろしの作業をしたことにより、両肘に痛みを感じたことから、

同年○月○日にＢ病院に受診し「両上腕骨内側上顆炎」（以下「本件疾病」という。）

と診断され加療した。 

請求人は、本件疾病は業務上の事由によるものであるとして、監督署長に療養

補償給付の請求をしたところ、監督署長は、請求人の本件疾病は業務上の事由に

よるものとは認められないとして、これを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し

たので、請求人は、更にこの決定を不服として、再審査請求に及んだものである。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 
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本件の争点は、請求人の本件疾病が業務上の事由によるものであると認められる

か否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）Ｃ医師は、本件疾病について、請求人が作業に従事してから３日後の平成○

年○月○日を発病日としており、原則６か月程度以上とされる「上肢作業に基

づく疾病の業務上外の認定基準について」（平成９年２月３日付け基発第６５号）

の運用基準を満たしているとは認められない。 

（２）請求人と同種の業務を行う同僚労働者の業務量との比較、作業環境実地検証

及び請求人の聴取からは、長時間連続作業、過度の緊張を伴う労働環境である

とは認められない。 

（３）Ｃ医師の意見書によると、請求人の自訴に対する処置が行われているのみで

あり、本件疾病が、作業環境によって発症したものとは判断できない。 

（４）ところで、Ｄ医師は意見書において、要旨、本件疾病の多くは、ゴルフ肘と

も呼ばれるようにスポーツなどによる慢性的な負荷、あるいは日常的な負荷が

原因で発症するものである。業務のみに発症原因を特定することは困難であり、

日常生活活動により発症した可能性を否定することはできない。通常、スポー

ツ活動等により発症したものであれば、数週～数か月の局所安静で症状は軽減

するが、請求人は発症後１年間治療を継続しており、このような病態は、退職

後も慢性的なストレスに曝されているとしか説明できず、業務と発症との経過

に医学上妥当性はないものと判断するとして、業務以外の要因により本件疾病

を発症したことを示唆する意見を述べている。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした療養補償給付を支給

しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


